
船舶事故調査報告書 

令和６年３月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 浸水 

発生日時 令和５年３月３０日 ０２時４０分ごろ 

発生場所 長崎県五島市蠑螺
さ ざ え

島南東方沖 

 崎山
さきやま

港防波堤南灯台から真方位０１８°２.１海里付近 

 （概位 北緯３２°４１.６′ 東経１２８°５４.２′） 

事故の概要  漁船竜
りゅう

道
どう

丸は、操業中、機関室に浸水した。 

事故調査の経過 令和５年４月３日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 竜道丸、４.４トン 

 ＮＳ３－４０１６２１（漁船登録番号）、個人所有 

 第２９２－３５４９６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 主機等に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、いか
．．

釣りを行いながら錨泊中、機

関室ビルジ液面高位警報が鳴り、船長が、機関室を確認したところ、

浸水を認めた。 

本船は、船長が１１８番通報して救助を要請し、来援した巡視艇に

より福江港にえい
．．

航された。 

船長は、機関室を確認した際、船尾管軸封装置（以下「本件装置」

という。）付近から浸水していることに気付き、上架して点検したと

ころ、シール材に経年劣化による破損を認めた。 

分析  本船は、錨泊中、本件装置内のシール材が経年劣化により破損した

ことから、機関室に浸水したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、錨泊中、本件装置内のシール材が経年劣化によ

り破損したため、機関室に浸水したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船長は、船尾管軸封装置の開放点検を定期的に業者に依頼し、劣

化や異常の早期発見及び修理等整備に努めること。  
 


